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   第 １ 章  総 則  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 神 戸 市 立 学 校 園 に お け る 学 校 徴 収 金 会 計 事 務 の 標 準

化 、 効 率 化 及 び 適 正 化 を 図 る た め 、 事 務 手 続 き 等 の 基 本 的 な 事 項 を 定 め

る こ と を 目 的 と す る 。 な お 、 学 校 徴 収 金 会 計 事 務 に 係 る 具 体 的 な 事 務 手

続 き や 事 務 処 理 上 の 留 意 点 等 は 、 こ の 要 綱 と は 別 に 、 神 戸 市 立 学 校 園 学

校徴収金会計事務の手引き（以下「事務の手引き」という。）を作成して

定める。  

 （対象）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 の 対 象 と な る 学 校 徴 収 金 は 、 園 児 、 児 童 又 は 生 徒 （ 以 下

「児童生徒等」という。）の学校園教育活動を推進するために必要な経 費

の う ち 、 公 費 以 外 の 経 費 と し て 、 学 校 園 が 学 校 園 ・ 学 年 等 の 単 位 で 保 護

者 か ら 徴 収 す る 経 費 （ 第 27条 第 １ 項 の Ｐ Ｔ Ａ 会 費 等 関 係 団 体 預 か り 金 を

除く。）をいう。  

２  前 項 の 学 校 徴 収 金 は 、 原 則 と し て 児 童 生 徒 等 の 個 人 の 所 有 又 は 消 費 に

か か る も の 若 し く は そ の 効 果 が 児 童 生 徒 等 の 個 人 に 直 接 還 元 さ れ る も の

でなければならない。  
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 （学校徴収金会計取扱いの原則）  

第 ３ 条  学 校 徴 収 金 は 、 保 護 者 の 同 意 に 基 づ き 学 校 園 が 保 護 者 か ら 徴 収 し 、

保 護 者 に 代 わ っ て 執 行 す る も の で あ る こ と か ら 、 校 園 長 は 、 学 校 徴 収 金

会 計 の 事 務 処 理 に あ た り 保 護 者 の 負 担 軽 減 に 十 分 配 慮 し な け れ ば な ら な

い。  

２  学 校 徴 収 金 会 計 の 取 扱 い に あ た っ て は 、 公 費 に 準 じ て 適 正 な 注 意 義 務

を も っ て 管 理 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 第 27条 第 １ 項 の Ｐ Ｔ Ａ 会 費 等

関 係 団 体 預 か り 金 に つ い て も 同 様 に 適 正 な 注 意 義 務 を も っ て 管 理 し な け

ればならない。  

３  校 園 長 は 学 校 徴 収 金 会 計 の 収 支 を 常 に 正 確 に 把 握 し て お か な け れ ば な

らない。  

 （会計の種類）  

第 ４ 条  学 校 徴 収 金 の 会 計 区 分 の 種 類 及 び 内 容 は 、 事 務 の 手 引 き で 別 に 定

める。  

 （ 会 計 年 度 ）  

第 ５ 条  会 計 年 度 は 、 原 則 と し て 、 毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 、 翌 年 の ３ 月

31日 に 終 わ る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 積 立 金 会 計 及 び 保 護 者 の 承 認 を 得 た 会 計

に お い て は 、 複 数 年 度 に か け て 費 用 を 積 み 立 て る こ と が で き る が 、 こ

の 場 合 に お い て も 、 必 ず 年 度 末 に は 翌 年 度 へ の 繰 越 額 を 計 算 し 、 第

23条 第 １ 項 の 会 計 報 告 に よ り 保 護 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 事 務 の 執 行 体 制 ）  

第 ６ 条  校 園 長 は 、 学 校 園 内 に 、 学 校 徴 収 金 会 計 の 事 務 処 理 に あ た る 会

計 組 織 を 整 備 し 、 自 ら こ れ を 統 括 し て そ の 責 任 者 と な ら な け れ ば な ら

な い 。  

２  教 頭 （ 高 等 学 校 に お い て は 事 務 長 、 幼 稚 園 に お い て は 主 任 ） は 、 前

項 に 掲 げ る 校 園 長 の 役 割 を 補 佐 し 、 校 園 長 が 不 在 の と き は 職 務 を 代 行

す る 。  
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３  事 務 職 員 （ 高 等 学 校 又 は 幼 稚 園 に お い て は 校 園 長 が 予 め 選 任 す る 者 ）

は 、 校 園 長 の 指 揮 監 督 の 下 で 、 学 校 徴 収 金 の 各 会 計 の 事 務 を 総 括 し 、

学 校 園 内 の 学 校 徴 収 金 会 計 事 務 を つ か さ ど る 。  

４  校 園 長 は 、 事 務 職 員 （ 高 等 学 校 又 は 幼 稚 園 に お い て は 校 園 長 が 予 め

選 任 す る 者 ） の う ち 一 人 を 、 会 計 事 務 総 括 者 に 選 任 す る 。  

５  校 園 長 は 、 会 計 区 分 ご と （ 会 計 区 分 を 学 年 ご と に 設 定 し た 場 合 は 学

年 ご と と す る 。 以 下 同 じ 。） に 、 会 計 担 当 者 及 び 出 納 係 を 教 職 員 か ら 選

任 す る 。  

６  会 計 組 織 内 の 相 互 牽 制 を 図 る た め 、 会 計 担 当 者 と 出 納 係 は 兼 務 さ せ

る こ と は で き な い 。  

 （ 預 金 口 座 ）  

第 ７ 条  預 金 口 座 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 事 項 に 留 意 し て 作 成 し 、 保 管 し

な け れ ば な ら な い 。  

 (1) 預金口座は、会 計 区 分 ご と に 作成すること。  

 (2) 預金口座の名義人又は代表者は、校園長とすること。  

 (3) 預金通帳と届出印鑑は、施錠可能な場所に別々に保管すること。  

 （ 情 報 公 開 ）  

第 ８ 条  校 園 長 は 、 保 護 者 の 求 め に 応 じ て 必 要 な 情 報 を 提 供 す る と と も

に 、 保 護 者 へ の 情 報 公 開 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 （ 事 故 報 告 ）  

第 ９ 条  校 園 長 は 、 学 校 徴 収 金 に 関 し て 盗 難 、 亡 失 そ の 他 の 会 計 事 故 が

発 生 し た 場 合 に は 、 速 や か に 事 実 の 詳 細 を 把 握 し 、 教 育 委 員 会 事 務 局

に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 事 務 の 引 継 ぎ ）  

第 10条  校 園 長 は 、 異 動 の 際 は 保 管 す る 現 金 、 預 金 、 関 係 帳 票 及 び 処 理

中 の 事 案 等 を 速 や か に 後 任 者 に 引 き 継 が な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 各

担 当 者 の 異 動 、 交 代 の 際 も 同 様 に 引 継 ぎ を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
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 （ 教 育 委 員 会 事 務 局 に よ る 指 導 、 調 査 等 ）  

第 11条  教 育 委 員 会 事 務 局 は 、 学 校 徴 収 金 の 取 扱 い に つ い て 学 校 園 に 助

言 又 は 指 導 、 事 務 の 調 査 、 監 査 を 行 う こ と が で き る 。 ま た 、 必 要 に 応

じ て 学 校 園 に 関 係 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

   第 ２ 章  予 算  

（ 予 算 の 編 成 及 び 予 算 委 員 会 ）  

第 12条  校 園 長 は 、 会 計 区 分 ご と に 予 算 を 編 成 し な け れ ば な ら な い 。  

２  予 算 の 編 成 は 、 以 下 の 方 針 に よ り 行 う も の と す る 。  

 (1) 公 費 予算 も 勘 案し 、 学 年ご と に 学校 教 育 活動 全 体 にか か る 経費 を 見

積ること。  

 (2) 教育目標に適合した予算であること。  

 (3) 公 費 と学 校 徴 収金 と の 負担 区 分 を遵 守 し 、保 護 者 の負 担 軽 減に 留 意

すること。  

３  校 園 長 は 、 予 算 を 編 成 す る に あ た っ て は 、 校 園 長 、 教 頭 、 事 務 長 、

事 務 職 員 、 会 計 事 務 総 括 者 及 び そ の 他 関 係 教 職 員 に よ る 予 算 委 員 会 を

開 催 し て 、 執 行 計 画 及 び 予 算 内 容 を 決 定 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 会 計 間 の 資 金 流 用 ）  

第 13条  会 計 間 又 は 学 年 間 の 資 金 流 用 は 原 則 と し て 禁 止 す る 。 た だ し 、

や む を 得 な い 場 合 に 限 り 、 事 前 に 校 園 長 の 決 裁 を 得 て 必 要 最 小 限 度 で

行 う こ と が で き る 。  

２  学 校 徴 収 金 会 計 と 第 27条 第 １ 項 の Ｐ Ｔ Ａ 会 費 等 関 係 団 体 預 か り 金 と の

間の資金流用は禁止する。  

（ 徴 収 金 額 の 決 定 ）  

第 14条  校 園 長 は 、 第 12条 第 １ 項 の 予 算 に 基 づ き 徴 収 金 額 を 決 定 す る 。  

２  徴 収 金 額 の 決 定 に あ た っ て は 、 保 護 者 の 理 解 を 得 る と と も に 過 度 な

負 担 と な ら な い よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

３  校 園 長 は 、 徴 収 金 額 を 決 定 し た と き は 、 保 護 者 に 対 し 、 学 校 徴 収 金

の 内 容 及 び 納 入 方 法 等 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  
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   第 ３ 章  収 入  

 （ 徴 収 方 法 ）  

第 15条  学 校 徴 収 金 会 計 に か か る 徴 収 日 、 回 数 、 徴 収 方 法 は 、 学 校 園 の

実 情 に 応 じ て 校 園 長 が 定 め る 。  

２  前 項 の 徴 収 方 法 は 、 金 融 機 関 の 口 座 振 替 又 は 現 金 収 納 の い ず れ か と す

る 。 た だ し 、 学 校 園 で の 現 金 の 取 扱 い を 最 小 限 に と ど め る 必 要 か ら 口 座

振 替 に よ る こ と を 原 則 と す る 。 ま た 、 校 園 長 は 、 児 童 生 徒 等 の 現 金 持 参

を 原 則 禁 止 す る と と も に 、 児 童 生 徒 等 の 現 金 持 参 に 伴 う 事 故 防 止 等 の 趣

旨 を 保 護 者 に 十 分 説 明 し 、 口 座 振 替 へ の 理 解 を 得 る よ う 努 め な け れ ば な

ら な い 。  

 （ 収 入 金 の 管 理 等 ）  

第 16条  校 園 長 は 、 学 校 徴 収 金 会 計 に か か る 現 金 及 び 預 金 を 、 十 分 な 注

意 を 持 っ て 適 正 に 管 理 し な け れ ば な ら な い 。 な お 、 必 要 以 上 の 現 金 を

学 校 園 で 保 管 す る こ と の な い よ う 、 徴 収 し た 現 金 は 速 や か に 安 全 ・ 確

実 な 金 融 機 関 に 預 託 す る こ と を 原 則 と す る 。  

２  収 入 金 を 預 金 せ ず 、 直 接 支 払 い に 充 て て は な ら な い 。  

 （ 収 入 事 務 ）  

第 17条  現 金 に よ り 納 入 を 受 け た 場 合 は 、 領 収 証 書 を 納 入 者 に 発 行 す る

と と も に 速 や か に 金 融 機 関 に 入 金 し な け れ ば な ら な い 。  

２  口 座 振 替 又 は 現 金 に よ る 収 納 が あ っ た 場 合 は 、 速 や か に 収 入 決 議 書

を 作 成 し 、 校 園 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

３  校 園 長 は 、 徴 収 台 帳 を 整 備 し て 各 人 の 納 入 状 況 を 常 に 正 確 に 把 握 し

て お か な け れ ば な ら な い 。  

４  校 園 長 は 、 保 護 者 が 学 校 徴 収 金 を 納 期 限 ま で に 納 入 し な い と き は 、

督 促 し な け れ ば な ら な い 。  

   第 ４ 章  契 約 及 び 履 行 確 認  

（ 契 約 ）  

第 18条  す べ て の 経 費 の 支 出 は 、 予 算 の 執 行 計 画 に 基 づ き 、 各 会 計 の 予
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算 の 範 囲 内 で 適 正 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  物 品 調 達 等 の 契 約 締 結 に あ た っ て は 、 校 園 長 の 事 前 の 決 裁 を 得 な け

れ ば な ら な い 。  

３  校 園 長 は 、 契 約 業 者 の 選 定 に あ た っ て は 、 公 正 か つ 適 正 に 行 わ れ る

よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

４  物 品 購 入 等 の 契 約 に 関 連 し て 業 者 等 か ら 謝 礼 、 そ の 他 い か な る 名 目

の 金 品 や サ ー ビ ス の 提 供 を 私 的 に 受 け 、 又 は 提 供 を 教 唆 し て は な ら な

い 。  

（ 履 行 確 認 ）  

第 19条  購 入 し た 物 品 の 納 品 等 に 際 し て は 、 納 入 業 者 等 か ら 納 品 書 等 を

徴 す る と と も に 、 履 行 確 認 （ 検 収 ） を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

   第 ５ 章  支 出  

（ 支 出 事 務 ）  

第 20条  支 出 は 、 次 条 の 資 金 前 渡 の 場 合 を 除 き 、 債 権 者 の 請 求 に 基 づ い

て 行 い 、 支 出 決 議 書 に よ り 校 園 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  支 払 方 法 は 、 債 権 者 の 希 望 等 に 応 じ て 、 口 座 振 込 又 は 現 金 払 の い ず

れ か に よ り 行 う 。  

３  校 園 長 は 、 物 品 購 入 や 行 事 参 加 等 の 状 況 を 記 録 し 、 個 人 の 支 出 状 況

を 正 確 に 把 握 し て お か な け れ ば な ら な い 。  

４  教 職 員 に よ る 立 替 払 い は 、 原 則 と し て 禁 止 す る 。  

（ 資 金 前 渡 ）  

第 21条  経 費 の 性 質 上 、 現 金 に よ る 支 払 い を し な け れ ば な ら な い 場 合 は 、

次 に 掲 げ る 経 費 に 限 り 、 校 園 長 の 事 前 決 裁 に 基 づ き 、 必 要 な 経 費 を 教

職 員 に 資 金 前 渡 す る こ と が で き る 。  

 (1) 校 外 活動 等 の 交通 費 や 入場 料 の よう に 事 業現 場 で 支払 い を 要す る 経

費  

 (2) 店頭で現金によらなければ調達しがたい物品等を購入する際の経費  

２  資 金 前 渡 を 受 け た 教 職 員 は 、 原 則 と し て 用 務 終 了 後 ５ 日 以 内 に 精 算
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し な け れ ば な ら な い 。  

   第 ６ 章  返 金 及 び 精 算  

（ 返 金 及 び 精 算 ）  

第 22条  行 事 へ の 不 参 加 等 に よ る 保 護 者 へ の 返 金 は 、 原 則 と し て 年 度 末

に ま と め て 行 う 。 た だ し 、 返 金 額 が 高 額 で あ る 場 合 等 は 速 や か に 返 金

し な け れ ば な ら な い 。  

２  転 退 学 す る 児 童 生 徒 等 に は 、 そ れ ま で の 徴 収 金 額 と 支 払 金 額 と の 差

額 を 計 算 し 、 速 や か に 精 算 し な け れ ば な ら な い 。  

３  次 条 の 決 算 時 に は 、 当 該 年 度 に お け る 収 支 の 差 額 を 計 算 し 、 精 算 し

な け れ ば な ら な い 。 な お 、 収 支 に 残 額 が 生 じ た 場 合 は 、 原 則 と し て 保

護 者 に 返 金 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 最 終 学 年 以 外 の 児 童 生 徒 等

に つ い て は 、 積 立 金 及 び 保 護 者 の 承 認 を 得 た 会 計 に つ い て 次 年 度 に 繰

越 す こ と が で き る 。  

４  前 ３ 項 に よ り 返 金 又 は 精 算 を 行 う 場 合 、 返 金 額 、 精 算 額 の 内 訳 や 返

金 方 法 、 精 算 方 法 を 明 ら か に し 、 保 護 者 に 説 明 し な け れ ば な ら な い 。  

５  第 ３ 項 に よ り 会 計 を 次 年 度 に 繰 越 す 場 合 、 個 人 繰 越 金 管 理 表 を 整 備

し 、 校 園 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

   第 ７ 章  決 算 及 び 会 計 検 査  

（ 決 算 と 会 計 報 告 ）  

第 23条  校 園 長 は 、 会 計 年 度 の 取 扱 い 完 了 後 速 や か に 会 計 区 分 ご と に 決

算 し 、 そ の 内 容 を 、 原 則 と し て 保 護 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 ま

た 、 保 護 者 へ の 会 計 報 告 は 、 決 算 報 告 に 加 え て 中 間 報 告 を 行 う こ と が

望 ま し い 。  

（ 会 計 検 査 ）  

第 24条  校 園 長 は 、 事 務 処 理 の 適 正 化 を 図 る と と も に 会 計 事 故 を 未 然 に

防 止 す る た め 、 前 条 の 決 算 時 に は 、 次 の 事 項 に つ い て 会 計 検 査 を 実 施

し な け れ ば な ら な い 。  

 (1) 現金、預金通帳及び領収証書の取扱い及び保管状況  
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 (2) 諸帳簿、関係帳票の処理状況  

 (3) そ の 他 校 園 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

２  会 計 検 査 は 学 期 ご と 等 に 行 う こ と が 望 ま し い 。  

   第 ８ 章  そ の 他  

（ 帳 票 類 ）  

第 25条  学 校 徴 収 金 会 計 に お い て 整 備 し な け れ ば な ら な い 帳 票 類 は 、 次

の と お り と す る 。  

(1) 出納簿（第３条関係）  

(2) 予算書（第 12条関係）  

(3) 予算委員会議事録（第 12条関係）  

(4) 領収証書（第 17条関係）  

(5) 徴収台帳（第 17条関係）  

(6) 収入決議書（第 17条関係）  

(7) 支出決議書（第 20条関係）  

(8) 行事購入一覧表（第 20条関係）  

(9) 個人繰越金管理表（第 22条関係）  

(10) 決算書（第 23条関係）  

(11) 会計検査チェックリスト（第 24条関係）  

 （ 文 書 の 整 理 及 び 保 存 ）  

第 26条  学 校 徴 収 金 会 計 の 帳 票 そ の 他 の 公 文 書 は 、 会 計 年 度 及 び 会 計 区

分 ご と に 整 理 し 、 適 正 に 管 理 し な け れ ば な ら な い 。  

２  処 理 が 完 結 し た 帳 票 そ の 他 の 公 文 書 は 、 公 文 書 分 類 表 に 定 め る 保 存

年 限 に し た が っ て 適 正 に 保 存 し な け れ ば な ら な い 。 な お 、 使 用 済 み の

預 金 通 帳 に つ い て も ５ 年 間 保 存 す る こ と と す る 。  

 （ Ｐ Ｔ Ａ 会 費 等 関 係 団 体 預 か り 金 ）  

第 27条  Ｐ Ｔ Ａ 会 費 や 同 窓 会 費 等 の 関 係 団 体 預 か り 金 の 執 行 は 、 当 該 団

体 の 規 約 等 に 明 示 さ れ た 目 的 に 即 し て 適 正 に 執 行 さ れ な け れ ば な ら な

い 。  
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２  学 校 園 は 、 Ｐ Ｔ Ａ や 同 窓 会 等 の 関 係 団 体 か ら の 委 任 を 受 け て 会 費 の

徴 収 そ の 他 の 事 務 処 理 を 行 う こ と が で き る も の と す る 。 こ の 場 合 、 学

校 園 は 、 学 校 園 に お け る 事 務 責 任 者 等 を 明 確 に し て お か な け れ ば な ら

な い 。  

 （ そ の 他 ）  

第 28条  こ の 要 綱 に 規 定 し た も の の ほ か に 、 学校徴収金会計事務の事務手

続き等については、 事 務 の 手 引 き 等 に よ り 別 に 定 め る 。  

附  則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 24年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  学 校 会 計 事 務 標 準 化 要 綱 （ 昭 和 60年 12月 １ 日 神 戸 市 教 育 委 員 会 策 定 ）

は 、 廃 止 す る 。  

附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 31年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  本 市 で 定 め る 他 の 要 綱 等 で 使 用 し て い る 「 準 公 費 」 と い う 名 称 は 、 順

次 「 学 校 徴 収 金 」 と 改 め る も の と し 、 当 面 の 間 は 「 学 校 徴 収 金 」 と 読 み

替 え る 。  


